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は
じ
め
に

　

2
0
1
0
年
10
月
に
菅
総
理
が
所
信

表
明
演
説
で
T
P
P（
環
太
平
洋
連
携

協
定
）交
渉
参
加
の
検
討
を
表
明
し
て
以

降
、T
P
P
を
巡
る
議
論
が
活
発
化
し
た
。

T
P
P
参
加
に
よ
り
日
本
は
崩
壊
す
る
と

い
う
説
明
を
す
る
T
P
P
反
対
論
の
本
も

出
版
さ
れ
て
い
る
。
T
P
P
に
つ
い
て
の

賛
否
両
論
は
数
多
い
が
、
T
P
P
そ
の
も

の
を
説
明
す
る
論
説
は
少
な
い
。

　

そ
の
た
め
、
本
論
で
は
T
P
P
が
ど

の
よ
う
な
協
定
な
の
か
に
つ
い
て
、
経
緯

を
説
明
す
る
と
と
も
に
9
カ
国
で
交
渉
し

て
い
る
T
P
P
が
当
初
の
4
カ
国
の
協
定

と
は
異
な
っ
た
協
定
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
T
P
P
の
内

容
に
つ
い
て
は
、
注
目
す
べ
き
交
渉
項
目

に
つ
い
て
多
様
な
資
料
に
よ
り
検
討
し
、

最
後
に
T
P
P
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持

っ
て
い
る
の
か
、
日
本
に
と
っ
て
ど
の
よ

う
な
意
義
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
。転

機
と
な
っ
た
米
国
の

交
渉
参
加

　

T
P
P
は
、
2
0
0
6
年
5
月
に
発
効

し
た
環
太
平
洋
戦
略
的
連
携
協
定
を
拡

大
・
発
展
さ
せ
る
協
定
で
あ
る
。
環
太

平
洋
戦
略
的
連
携
協
定
は
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
、
ブ
ル
ネ
イ
、
チ
リ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
4
カ
国
が

作
っ
た
F
T
A（
自
由
貿
易
協
定
）
で
あ

り
P
4
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
P
4
は

原
則
1
0
0
％
関
税
撤
廃
す
る
自
由
化
率

が
極
め
て
高
く
、
物
品
の
貿
易
だ
け
で
な

く
サ
ー
ビ
ス
や
政
府
調
達
な
ど
広
範
な
分

野
を
対
象
と
す
る
F
T
A
で
あ
る
。
将
来

的
に
は
A
P
E
C
の
F
T
A
を
目
指
し

他
国
の
交
渉
参
加
を
認
め
て
い
た
。
P
4

に
注
目
し
た
の
は
米
国
で
あ
る
。
米
国
は

2
0
0
8
年
3
月
に
始
ま
っ
た
投
資
と
金

T
P
P
と
は
何
か
～
そ
の
概
要
と
意
義

融
サ
ー
ビ
ス
交
渉
に
参
加
を
決
め
、
そ
の

後
9
月
に
全
分
野
の
交
渉
参
加
を
決
定
し

た
。
米
国
の
交
渉
参
加
を
受
け
て
豪
州
、

ペ
ル
ー
、
ベ
ト
ナ
ム
も
参
加
を
決
定
し
、

交
渉
参
加
国
は
8
カ
国
と
な
っ
た
。（
の
ち

に
マ
レ
ー
シ
ア
も
参
加
）

　

P
4
参
加
を
決
め
た
の
は
ブ
ッ
シ
ュ
政

権
だ
っ
た
が
、
オ
バ
マ
政
権
も
T
P
P
交

渉
参
加
方
針
を
引
き
継
い
だ
。
2
0
0
9

年
11
月
に
オ
バ
マ
政
権
は
議
会
に
T
P
P

交
渉
へ
の
参
加
を
通
告
し
た
。
日
本
で
は

2
0
1
0
年
10
月
に
突
如
T
P
P
が
争

点
と
し
て
浮
上
し
た
が
、
海
外
で
は
米
国

の
参
加
を
機
に
T
P
P
が
ア
ジ
ア
太
平
洋

の
F
T
A
構
想
と
し
て
注
目
さ
れ
始
め
て

い
た
。

　

米
国
は
な
ぜ
輸
出
増
加
が
全
く
期
待
で

き
な
い
小
国
の
F
T
A
で
あ
る
P
4
へ

の
参
加
を
決
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第

1
に
世
界
の
成
長
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
ア

ジ
ア
太
平
洋
地
域
で
の
米
国
お
よ
び
米
国

企
業
の
経
済
的
権
益
を
確
保
す
る
と
い
う

狙
い
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
P
4
は
、

A
S
E
A
N
＋
3
あ
る
い
は
A
S
E
A

N
＋
6
な
ど
ア
ジ
ア
地
域
の
F
T
A
構

想
の
よ
う
に
米
国
を
排
除
し
て
い
な
か
っ

た
。
第
2
に
、
21
世
紀
の
モ
デ
ル
F
T
A

を
作
る
と
い
う
長
期
的
な
戦
略
が
あ
る
。

将
来
A
P
E
C
地
域
の
F
T
A
に
拡
大

す
る
可
能
性
の
あ
る
T
P
P
に
参
加
し

ル
ー
ル
を
作
っ
て
い
く
と
い
う
戦
略
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
早
期
に
参
加
を
決
め
た

と
考
え
ら
れ
、
自
国
が
締
結
し
た
F
T
A

亜
細
亜
大
学
教
授　

石
川 

幸
一

特
集
1

1



ＴＰＰ推進とものづくり強化
～日本の経済再生をめざして～

特集

7   IMF JC   2011 Spring

の
ル
ー
ル
を
盛
り
込
も
う
と
し
て
い
る
。

第
3
に
、
P
４
は
自
由
化
レ
ベ
ル
が
高
く

環
境
と
労
働
を
含
む
包
括
的
な
F
T
A
で

あ
り
、
米
国
が
許
容
で
き
る
F
T
A
で
あ

る
こ
と
で
あ
る
。

P
4
と
は
別
の
協
定
に

な
る
T
P
P

　

T
P
P
交
渉
は
2
0
1
0
年
3
月
に

メ
ル
ボ
ル
ン
で
8
カ
国
に
よ
り
開
始
さ

れ
、
同
年
10
月
に
は
マ
レ
ー
シ
ア
の
交
渉

参
加
が
認
め
ら
れ
交
渉
参
加
国
は
9
カ
国

に
な
っ
た
。
ほ
ぼ
2
～
３
か
月
に
一
度
交

渉
が
行
わ
れ
て
お
り
、
２
０
１
１
年
11
月

に
ハ
ワ
イ
で
行
わ
れ
る
A
P
E
C
首
脳

会
議
で
の
締
結
を
目
標
に
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
T
P
P
交
渉
で
は
参
加
国
間
で
意

見
の
相
違
が
か
な
り
あ
り
、
11
月
の
締
結

は
難
し
い
の
で
は
と
い
う
見
方
も
あ
る
。

　

現
在
、
24
の
作
業
部
会
（
主
席
交
渉
官

協
議
、市
場
ア
ク
セ
ス
〈
工
業
品
〉、〈
繊
維
・

衣
料
品
〉、〈
農
業
〉、
原
産
地
規
則
、
貿
易

円
滑
化
、
衛
生
植
物
検
疫
〈
S
P
S
〉、
貿

易
の
技
術
的
障
害
〈
T
B
T
〉、
貿
易
救
済

措
置
、
政
府
調
達
、
知
的
財
産
権
、
競
争

政
策
、
サ
ー
ビ
ス
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
、
電

気
通
信
サ
ー
ビ
ス
、
商
用
関
係
者
の
移
動
、

電
子
商
取
引
、
投
資
、
環
境
、
労
働
、
制

度
的
条
項
、
紛
争
解
決
、
協
力
、
分
野
横

断
的
事
項
）で
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

P
4
と
比
べ
る
と
T
P
P
交
渉
は
、

市
場
ア
ク
セ
ス
が
3
分
野
に
分
か
れ
て
い

る
こ
と
、
投
資
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
、
分
野

横
断
的
事
項
が
入
っ
て
い
る
点
が
違
っ
て

い
る
。
T
P
P
の
章
構
成
は
、
24
の
作
業

部
会
を
踏
襲
す
る
形
に
な
る
と
思
わ
れ
、

文
字
通
り
包
括
的
な
F
T
A
に
な
ろ
う
。

　

T
P
P
は
P
4
を
拡
大
・
発
展
さ
せ
る

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
実
態
は
別
の
協
定

に
な
り
つ
つ
あ
る
。
T
P
P
の
協
定
条
文

は
、
P
4
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
る
の
で
は

な
く
、
各
国
が
協
定
条
文
案
を
提
案
し
て

交
渉
を
行
っ
て
い
る
。
協
定
条
文
に
つ
い

て
は
、
P
4
参
加
国
は
P
4
の
協
定
条
文

を
使
う
こ
と
を
要
求
し
、
米
国
は
自
国
の

締
結
し
た
F
T
A
、
特
に
米
韓
F
T
A

を
ベ
ー
ス
に
し
た
協
定
条
文
を
主
張
し
て

い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
9
カ
国

で
は
多
く
の
2
国
間
F
T
A
が
締
結
さ

れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
既
存
の
F
T
A
の

取
扱
い
に
つ
い
て
も
意
見
が
対
立
し
て
い

る
。

注
目
す
べ
き
交
渉
事
項

　

T
P
P
交
渉
参
加
国
政
府
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
る
交
渉
状
況
、
P
4
協

定
、
米
韓
F
T
A
、
報
道
な
ど
か
ら
注
目

す
べ
き
交
渉
事
項
に
つ
い
て
整
理
し
て
み

た
。
T
P
P
協
定
条
文
案
は
公
表
さ
れ
て

お
ら
ず
、
交
渉
状
況
に
関
す
る
記
述
は
公

式
資
料
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
内
容
で
は
な

い
こ
と
に
ご
留
意
頂
き
た
い
。

●
物
品
の
貿
易

　

P
4
は
原
則
と
し
て
1
0
0
%
自
由

化
す
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
チ
リ
は

砂
糖
・
同
調
製
品
が
除
外
さ
れ
て
お
り
、

ブ
ル
ネ
イ
は
酒
・
タ
バ
コ
、
火
器
・
花
火

が
除
外
さ
れ
て
い
る
。
チ
リ
の
除
外
品
目

は
、
品
目
数
の
0

・

1
%
、
ブ
ル
ネ
イ
は

同
じ
く
0

・

8
%
だ
か
ら
99
%
以
上
の

自
由
化
率
を
達
成
し
て
い
る
。
日
本
の
締

結
し
て
い
る
E
P
A
の
自
由
化
率
は
、
輸

2

3

P4とTPP作業部会の対象分野

　　　        分野 P4  TPP作業部会

市場アクセス（物品）  第 3章  工業品

市場アクセス（農業）  第 3章  農業

市場アクセス（繊維・衣料品）  第 3章  繊維・衣料品

市場アクセス（医薬品・医療機器）  第 3章 

原産地規則  第 4章  原産地規則

税関協力  第 5章  貿易円滑化

貿易救済措置  第 6章  貿易救済措置

衛生植物検疫  第 7章  衛生植物検疫

貿易の技術的障害  第 8章  貿易の技術的障害

投資    投資

サービス  第 12章  サービス

金融サービス    金融サービス

電気通信    電気通信

電子商取引    電子商取引

商用関係者の一時入国  第 13章  商用関係者の移動

競争政策  第 9章  競争

知的財産権  第 10章  知的財産権

政府調達  第 11章  政府調達

協力  第 16章  協力

環境  協力協定  環境

労働  覚書  労働

透明性  第 14章  分野横断的事項

紛争解決  第 15章  紛争解決

目的・定義  第 1章、第2章  制度的事項

例外  第 19章  制度的事項

最終規定  第 20章  制度的事項

（出所）P4協定および日本政府資料により作成
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入
額
ベ
ー
ス
で
は
90
%
台
だ
が
品
目
ベ

ー
ス
で
は
80
%
台
で
あ
り
、
P
4
は
ほ

ぼ
1
0
0
%
に
近
い
自
由
化
率
の
極
め
て

高
い
F
T
A
で
あ
る
。
発
効
と
同
時
に

1
0
0
%
自
由
化
す
る
の
は
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
だ
け
で
、
他
の
3
カ
国
は
10
年
か
け
て

段
階
的
に
関
税
削
減
・
撤
廃
す
る
。

　

T
P
P
の
市
場
ア
ク
セ
ス
作
業
部
会

は
、
工
業
品
、
農
業
、
繊
維
・
衣
料
品
の

３
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
米
韓
F
T
A

で
は
、〈
工
業
品
〉
章
で
は
、
総
括
的
な
規

定
が
お
か
れ
、〈
農
業
〉
章
で
は
、
関
税
割

当
と
農
業
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
、〈
繊
維
〉
で
は
、

繊
維
製
品
の
原
産
地
規
則
が
詳
細
に
規
定

さ
れ
て
い
る
。
T
P
P
で
も
3
章
に
分
け

た
規
定
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

米
国
の
締
結
し
た
F
T
A
で
は
、
F
T

A
加
盟
国
の
原
糸
の
使
用
を
義
務
づ
け
る

「
ヤ
ー
ン
フ
ォ
ワ
ー
ド
」が
繊
維
・
衣
料
品

の
原
産
地
規
則
と
な
っ
て
い
る
。
米
国
は

T
P
P
で
「
ヤ
ー
ン
フ
ォ
ワ
ー
ド
」
を
繊

維
・
衣
料
品
の
原
産
地
規
則
に
採
用
し
た

い
意
向
と
い
わ
れ
る
。
米
国
が
懸
念
し
て

い
る
の
は
、
中
国
製
の
糸
を
使
用
し
た
ベ

ト
ナ
ム
か
ら
の
繊
維
製
品
の
輸
入
急
増
で

あ
り
、
ヤ
ー
ン
フ
ォ
ワ
ー
ド
が
米
国
と
ベ

ト
ナ
ム
の
F
T
A
で
採
用
さ
れ
る
と
、
ベ

ト
ナ
ム
は
T
P
P
に
よ
り
無
税
で
米
国

に
輸
出
す
る
に
は
自
国
産
か
米
国
産
の
糸

を
使
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　

T
P
P
の
交
渉
で
は
、
２
つ
の
交
渉

方
式
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
米
国
は
既

存
の
2
国
間
F
T
A
を
そ
の
ま
ま
残
し
、

F
T
A
の
な
い
国
と
の
2
国
間
交
渉
を
主

張
し
て
お
り
、
豪
州
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
、
全
体
で
統
一
交

渉
を
行
い
、
既
存
F
T
A
は
再
交
渉
す

る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

　

米
豪
F
T
A
で
は
砂
糖
を
除
外
し
、

牛
肉
は
18
年
で
関
税
を
撤
廃
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
例
外
措
置
が

米
国
の
提
案
し
て
い
る
方
式
で
は
残
る
こ

と
に
な
る
。
T
P
P
9
カ
国
で
は
、
す
で

に
多
く
の
2
国
間
F
T
A
が
締
結
さ
れ

て
お
り
、
例
外
品
目
が
少
な
か
ら
ず
あ
る

が
、
そ
れ
ら
は
再
交
渉
し
な
け
れ
ば
そ
の

ま
ま
残
存
す
る
こ
と
に
な
り
、
原
則
と
し

て
1
0
0
%
自
由
化
す
る
F
T
A
に
は

な
ら
な
い
。
2
0
1
0
年
6
月
に
当
面
は

２
つ
の
交
渉
方
式
が
並
存
す
る
こ
と
が
合

意
さ
れ
た
。

　

最
終
的
に
除
外
品
目
が
認
め
ら
れ
る
か

ど
う
か
は
判
ら
な
い
が
、
仮
に
一
部
に
除

外
が
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
自
由
化
率
は

99
%
程
度
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。

●
投
資

　

P
4
に
は
投
資
の
規
定
が
な
く
、
ゼ

ロ
か
ら
の
交
渉
と
な
る
。
F
T
A
の
投

資
に
つ
い
て
の
主
な
規
定
は
、
内
外
企
業

を
同
等
に
扱
う
内
国
民
待
遇
、
外
資
に
対

す
る
公
正
か
つ
衡
平
な
待
遇
、
収
用
お
よ

び
補
償
、
資
金
の
自
由
な
移
転
、
国
産
品

使
用
義
務
な
ど
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
要
求

の
禁
止
な
ど
で
あ
る
。
先
進
国
の
締
結
す

る
F
T
A
で
は
、
投
資
後
だ
け
で
な
く

投
資
前
の
内
国
民
待
遇
が
認
め
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
投
資
し
た
企
業
が
投
資
先
国

を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
投
資
家

対
国
の
紛
争
解
決
の
規
定
も
多
く
な
っ
て

い
る
。

　

T
P
P
交
渉
で
は
、
投
資
家
対
国
の

紛
争
解
決
の
規
定
を
入
れ
た
い
米
国
と

反
対
す
る
豪
州
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が

対
立
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
米
豪

F
T
A
で
は
、
豪
州
の
反
対
に
よ
り
投
資

家
対
国
の
紛
争
解
決
の
規
定
は
含
ま
れ
て

い
な
い
。

●
知
的
財
産
権

　

知
的
財
産
権
に
つ
い
て
は
、
米
国
と
ニ

ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
対
立
し
て
い
る
。
ニ

ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
W
T
O
の
T
R
I

P
s（
知
的
所
有
権
の
貿
易
関
連
の
側
面
に

関
す
る
規
定
）
協
定
の
規
定
に
準
拠
す
る

こ
と
を
主
張
し
、
米
国
は
T
R
I
P
s
協

定
の
保
護
の
水
準
を
上
回
る
規
定
を
主
張

し
て
い
る
。

　

P
4
で
は
、
T
R
I
P
s
協
定
お
よ
び

そ
の
他
の
知
的
財
産
権
に
関
す
る
多
数
国

間
協
定
の
権
利
と
義
務
の
再
確
認
、
国
際

標
準
を
認
め
並
行
輸
入
を
可
能
と
す
る
こ

と
な
ど
を
規
定
し
て
い
る
。

　

米
国
の
産
業
界
は
米
韓
F
T
A
を

T
P
P
交
渉
の
知
的
財
産
権
規
定
の
ベ
ー

ス
と
す
る
こ
と
を
要
望
し
て
い
る
。
米
韓

F
T
A
で
は
、
著
作
権
の
保
護
期
間
は

T
R
I
P
s
協
定
お
よ
び
ベ
ル
ヌ
条
約
の

50
年
を
上
回
る
70
年
と
し
、
知
的
財
産
権

侵
害
対
策
の
実
施
強
化
、
な
ど
知
的
財
産

権
の
保
護
を
強
く
打
ち
出
し
た
内
容
で
あ

る
。
米
韓
F
T
A
は
国
際
標
準
を
否
定

し
な
か
っ
た
が
、
米
豪
F
T
A
で
は
国

際
標
準
を
認
め
ず
特
許
権
者
の
同
意
を
得

て
い
な
い
並
行
輸
入
を
禁
止
し
て
い
る
。

　
●
政
府
調
達

　

P
4
で
は
、
政
府
調
達
に
お
い
て
締
約

国
企
業
へ
の
内
国
民
待
遇
と
無
差
別
が
約

束
さ
れ
て
い
る
。
対
象
と
な
る
政
府
機
関

は
、
中
央
政
府
機
関
お
よ
び
地
方
政
府
機

関
で
あ
り
、
中
央
政
府
機
関
で
は
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
は
35
機
関
、
チ
リ
は
20
機
関
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
23
機
関
が
対
象
と
な

っ
て
い
る
。
チ
リ
は
地
方
政
府
機
関
も
対

象
で
あ
り
、
州
と
県
が
対
象
と
な
っ
て
い

る
。
基
準
額
は
物
品
と
サ
ー
ビ
ス
が
5
万

S
D
R（
国
際
通
貨
基
金
の
特
別
引
出
権
）、

建
設
が
5
0
0
万
S
D
R
と
な
っ
て
い
る
。

米
韓
F
T
A
で
は
中
央
政
府
機
関
の
み
が

対
象
と
な
っ
て
い
る
。
調
達
基
準
額
は
、

W
T
O
の
政
府
調
達
規
定
か
ら
半
減
さ
れ

て
お
り
、
締
約
国
に
開
放
さ
れ
る
政
府
調
達
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の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
。

　

W
T
O
政
府
調
達
協
定
に
調
印
し
て

い
る
T
P
P
交
渉
参
加
国
は
米
国
と
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
の
み
で
あ
る
。
政
府
調
達
は

G
D
P
の
10

－

15
％
を
占
め
る
と
い
わ

れ
、
W
T
O
政
府
調
達
協
定
未
参
加
国
の

政
府
調
達
市
場
が
開
放
さ
れ
れ
ば
T
P
P

参
加
国
の
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い
。
な
お
、

日
本
は
W
T
O
政
府
調
達
協
定
に
参
加

し
て
お
り
、
中
央
政
府
機
関
、
地
方
政
府

機
関
（
都
道
府
県
と
12
政
令
指
定
都
市
）、

政
府
関
係
機
関
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

●
商
用
者
の
一
時
的
入
国

　

P
4
で
は
、
商
用
関
係
者
、
す
な
わ
ち
、

物
品
の
貿
易
と
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
に
従
事

す
る
締
約
国
国
民
の
一
時
的
入
国
と
滞
在

の
円
滑
化
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
雇
用
、

移
住
、
永
住
に
関
す
る
措
置
は
対
象
外
で

あ
る
。

　

米
韓
F
T
A
で
は
、
商
用
者
の
一
時
的

入
国
に
関
す
る
章
が
置
か
れ
て
い
な
い
。

韓
国
と
の
交
渉
の
際
に
米
国
側
は
、
移
民

関
連
法
規
は
議
会
の
専
管
事
項
で
あ
り
行

政
府
は
交
渉
権
限
が
な
い
こ
と
を
理
由
に

交
渉
を
拒
否
し
た
。
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者
の

出
張
や
駐
在
の
際
の
ビ
ザ
手
続
き
や
滞
在

手
続
き
の
迅
速
化
や
期
間
に
関
す
る
規
定

で
あ
り
、
日
本
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な

単
純
労
働
者
の
受
入
れ
や
移
民
に
関
す
る

規
定
で
は
な
い
。

●
労
働

　

P
４
の
労
働
に
関
す
る
覚
書
で
は
、
基

本
的
な
約
束
と
し
て
、
①
I
L
O
加
盟
国

で
あ
る
締
約
国
は
「
労
働
に
お
け
る
基
本

原
則
及
び
権
利
に
関
す
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ
宣
言
と

そ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
」
の
約
束
の
確
認
、

②
国
際
的
な
労
働
約
束
に
調
和
し
た
労
働

法
・
規
制
・
政
策
・
慣
行
の
確
保
、
③
主

権
の
尊
重
、
④
保
護
貿
易
の
目
的
で
労
働

法
・
規
制
・
政
策
・
慣
行
を
定
め
、
利
用

す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
の
認
識
、

⑤
国
内
労
働
法
で
規
定
さ
れ
た
保
護
を
弱

め
、
削
減
す
る
こ
と
に
よ
り
貿
易
投
資
を

奨
励
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
の

認
識
な
ど
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に

は
、
協
力
、
制
度
的
取
り
決
め
、
協
議
な

ど
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
I
L
O

の
労
働
の
基
本
原
則
と
権
利
宣
言
で
は
、

基
本
的
な
権
利
と
し
て
①
団
結
の
自
由
と

団
体
交
渉
、
②
強
制
労
働
の
廃
止
、
③
児

童
労
働
の
廃
止
、
④
雇
用
と
職
業
に
関
す

る
差
別
の
撤
廃
、
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。

　

米
韓
F
T
A
の
労
働
の
規
定
は
、
I

L
O
の
義
務
の
確
認
、
I
L
O
の
労
働
の

基
本
原
則
と
権
利
宣
言
の
基
本
的
な
権
利

の
採
用
・
維
持
、
労
働
法
の
適
用
と
施
行

な
ど
労
働
者
の
権
利
の
保
護
を
強
く
打
ち

出
し
て
い
る
。
労
働
に
関
す
る
覚
書
は
、

労
働
者
の
権
利
や
保
護
の
確
保
に
関
す
る

規
定
で
あ
り
、
外
国
人
労
働
力
の
受
入
れ

に
つ
い
て
の
規
定
で
は
な
い
。

●
分
野
横
断
的
事
項

　

P
4
に
規
定
が
な
い
新
た
な
交
渉
事

項
で
あ
り
、
米
国
が
重
視
し
て
い
る
分

野
で
あ
る
。
分
野
横
断
と
は
全
て
の
交

渉
分
野
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
U
S
T
R
の
交
渉
担
当
者
リ
ス
ト
で

は
、
規
制
制
度
間
整
合
〈
規
制
の
調
和
〉

（Regulatory Coherence

）、
中
小
企
業
、

競
争
力
、地
域
統
合
、政
策
の
統
合
、開
発
、

透
明
性
、
現
存
す
る
協
定
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。

　

特
に
注
目
す
べ
き
は
規
制
制
度
間
整
合

で
あ
る
。
日
本
政
府
の
資
料
（
2
0
1
1

年
2
月
「
T
P
P
交
渉
の
24
部
会
に
お
い

て
議
論
さ
れ
て
い
る
個
別
分
野
」）
で
は
、

「
同
一
物
品
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
基
準

が
国
に
よ
り
異
な
り
、
重
複
す
る
規
制
が

国
内
当
局
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら

生
じ
る
企
業
負
担
を
減
ら
す
た
め
に
今
後

新
た
な
規
制
を
導
入
す
る
前
に
当
事
国
の

規
制
当
局
同
士
の
対
話
や
協
力
を
確
保
す

る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
構
築
が
行
わ
れ
て
い

る
」
と
説
明
し
て
い
る
。

　

米
国
産
業
界
の
資
料
（
T
P
P 

企
業
連

合
）
で
は
、
規
制
制
度
間
整
合
は
米
国
の

T
P
P
交
渉
参
加
の
主
要
目
的
で
あ
り
、

T
P
P
の
各
章
に
盛
り
込
む
べ
き
と
し
て

い
る
。 

規
制
制
度
間
整
合
に
つ
い
て
は
さ

ら
に
情
報
収
集
と
調
査
が
必
要
で
あ
る
。

T
P
P
の
意
義
と
日
本

　

T
P
P
の
従
来
の
ア
ジ
ア
の
2
国
間
F

T
A
と
は
異
な
る
意
義
を
持
っ
て
い

る
。
第
1
に
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
広
域

F
T
A
と
し
て
実
現
可
能
性
が
最
も
高
い

こ
と
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
広

域
F
T
A
構
想
に
は
、
E
A
F
T
A
（
東

ア
ジ
ア
F
T
A
）、
C
E
P
E
A
（
東
ア

ジ
ア
包
括
的
経
済
連
携
協
定
）、
F
T

A
A
P（
ア
ジ
ア
太
平
洋
F
T
A
）の
３
つ

の
構
想
が
あ
る
が
、
全
て
研
究
段
階
で
あ

る
。
T
P
P
は
す
で
に
交
渉
が
始
ま
っ
て

お
り
、
早
け
れ
ば
本
年
11
月
に
締
結
さ
れ

る
。

　

第
2
に
当
初
の
4
カ
国
が
8
カ
国
に

拡
大
し
現
在
は
9
カ
国
で
交
渉
し
て
い
る

こ
と
が
示
す
よ
う
に
参
加
国
が
拡
大
す
る

可
能
性
が
大
き
い
。
現
在
、
T
P
P
に

は
日
本
と
カ
ナ
ダ
が
参
加
を
検
討
し
て

お
り
、
タ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
韓
国
、
台

湾
が
非
公
式
に
関
心
を
示
し
て
い
る
。
参

加
国
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
自
国
が
不

利
な
状
況
に
な
る
こ
と
を
避
け
た
い
ア
ジ

ア
の
国
々
が
参
加
し
、
ア
ジ
ア
太
平
洋

の
自
由
貿
易
圏
に
発
展
す
る
可
能
性
が
あ

る
。
第
3
に
、
T
P
P
は
極
め
て
広
範
な

分
野
の
交
渉
を
行
っ
て
お
り
、
原
産
地
規

則
、
政
府
調
達
、
知
的
財
産
権
、
T
B
T
、

S
P
S
、
投
資
、
人
の
移
動
（
商
用
者
の
一

時
的
入
国
）
な
ど
の
分
野
で
作
ら
れ
る
ル
ー

4
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ル
が
実
質
的
な
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
経

済
連
携
の
ル
ー
ル
に
な
る
可
能
性
が
高
い

こ
と
で
あ
る
。
米
国
が
早
期
に
P
4
に
参

加
し
た
理
由
は
ル
ー
ル
作
り
に
有
利
だ
か

ら
で
あ
る
。

日
本
に
と
っ
て
の
意
義

　

新
成
長
戦
略
で
は
、「
2
0
2
0
年
ま
で

に
ア
ジ
ア
太
平
洋
自
由
貿
易
地
域
を
実
現

す
る
」
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
ア
ジ
ア

太
平
洋
地
域
の
F
T
A
を
目
指
す
T
P
P

交
渉
に
参
加
す
る
こ
と
は
戦
略
目
標
に
沿

っ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
現
実
に
は
T
P
P

交
渉
参
加
は
出
来
ず
2
0
1
1
年
6
月
に

結
論
を
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

T
P
P
参
加
の
意
義
は
短
期
的
な
意

義
と
中
長
期
的
な
意
義
に
分
け
て
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
短
期
的
に
は
、
ま

ず
、
韓
国
に
対
す
る
F
T
A
締
結
で
の
遅

れ
を
取
り
戻
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
韓
国
は

2
0
1
0
年
に
米
国
と
の
F
T
A
で
最
終

合
意
に
達
し
、
E
U
と
の
F
T
A
も
締
結

し
た
。
中
国
と
の
F
T
A
も
2
0
1
1
年

に
交
渉
が
開
始
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

日
本
に
と
っ
て
、
T
P
P
参
加
に
よ
り
米

国
と
の
F
T
A
が
な
い
こ
と
に
よ
る
不
利

は
是
正
で
き
る
。
E
U
は
日
本
の
T
P
P

参
加
に
よ
り
日
本
市
場
で
の
米
国
と
の
競

争
で
不
利
に
な
る
た
め
、
消
極
的
だ
っ
た

日
本
と
の
F
T
A
に
前
向
き
に
な
っ
て
い

る
。
中
国
と
の
F
T
A
交
渉
の
誘
因
に

も
な
る
だ
ろ
う
。
英
語
に
、Play in the 

level playing field 

と
い
う
表
現
が
あ

る
。
日
本
語
で
は
「
平
等
な
条
件
で
競
う
」

を
意
味
し
て
お
り
、
韓
国
と
の
平
等
な
競

争
条
件
の
回
復
は
T
P
P
参
加
の
大
き
な

メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。

　

次
に
、
市
場
ア
ク
セ
ス
の
改
善
が
あ
げ

ら
れ
る
。
既
存
F
T
A
の
見
直
し
が
行
わ

れ
る
か
ど
う
か
だ
が
、
日
本
が
T
P
P
交

渉
参
加
国
と
締
結
し
た
E
P
A
で
は
自
由

化
さ
れ
て
い
な
い
分
野
が
多
く
、
T
P
P

に
よ
り
市
場
開
放
が
進
め
ば
物
品
の
貿

易
、
サ
ー
ビ
ス
、
政
府
調
達
な
ど
の
分
野

で
利
点
は
大
き
い
。

　

中
長
期
的
に
は
、
21
世
紀
の
ア
ジ
ア
太

平
洋
地
域
の
経
済
連
携
の
ル
ー
ル
作
り
へ

の
参
加
が
で
き
、
日
本
の
利
益
に
な
る
ル

ー
ル
を
主
張
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
自
国

の
F
T
A
と
異
な
っ
た
ル
ー
ル
、
自
国
産

業
に
不
利
に
な
る
ル
ー
ル
が
決
め
ら
れ
る

と
日
本
の
国
益
に
と
っ
て
明
ら
か
に
不
利

益
で
あ
る
。
米
国
は
自
国
産
業
に
有
利
な

ル
ー
ル
を
盛
り
込
む
た
め
に
自
国
の
締
結

し
た
F
T
A
の
規
定
を
T
P
P
の
協
定

文
に
採
用
す
る
こ
と
を
交
渉
の
目
標
と
し

て
い
る
。
た
だ
し
、
米
国
の
主
張
が
一
方

的
に
採
用
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
こ
と
は
留

意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
農
業
改
革
、
規
制
改
革
な
ど
の

改
革
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に

農
業
の
改
革
は
T
P
P
参
加
問
題
が
な
く

て
も
待
っ
た
な
し
の
状
態
で
あ
る
。
極
め

て
高
い
自
由
化
率
を
求
め
る
T
P
P
で
は
、

従
来
の
E
P
A
の
よ
う
に
農
産
品
に
つ
い

て
除
外
、
再
協
議
な
ど
の
措
置
を
と
る
こ

と
は
難
し
く
な
る
。
除
外
措
置
を
認
め
る

か
ど
う
か
は
今
後
の
交
渉
次
第
だ
が
、
仮

に
認
め
ら
れ
て
も
最
大
で
1
%
程
度
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

関
税
に
よ
る
保
護
か
ら
直
接
支
払
い
に
よ

る
保
護
に
移
行
し
、
競
争
力
強
化
を
図
る

な
ど
の
抜
本
的
な
農
業
改
革
が
必
要
に
な

る
。
T
P
P
は
農
業
の
抜
本
的
な
改
革
の

機
会
と
な
る
。

お
わ
り
に

　

T
P
P
は
全
て
の
交
渉
参
加
国
の
合
意

が
あ
れ
ば
交
渉
に
参
加
で
き
る
。
交
渉
参

加
に
は
、
全
て
の
事
項
を
交
渉
の
テ
ー
ブ

ル
に
載
せ
る
こ
と
（everything on the 

table

）が
求
め
ら
れ
る
。
交
渉
参
加
前
に

全
て
自
由
化
し
合
意
す
る
こ
と
は
求
め
ら

れ
て
お
ら
ず
、
バ
ー
バ
ラ
・
ワ
イ
ゼ
ル

U
S
T
R
・
T
P
P
首
席
交
渉
官
は
、「
参

加
料
は
払
う
必
要
は
な
い（no entrance 

fee
）」
と
発
言
し
て
い
る
。
最
初
か
ら
コ

メ
の
例
外
扱
い
を
要
求
す
る
と
交
渉
参
加

は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
米
国
は
通
商
交
渉
開
始
90
日
前

に
議
会
に
通
告
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

T
P
P
交
渉
参
加
を
決
定
し
関
係
国
に
通

告
し
て
か
ら
交
渉
が
始
ま
る
の
は
90
日
後

に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
6
月
に
交
渉
参

加
を
決
め
る
こ
と
が
出
来
て
も
実
際
の
交

渉
参
加
は
9
月
あ
る
い
は
10
月
以
降
と
な

る
。
ま
た
、
日
本
政
府
が
交
渉
参
加
を
決

定
し
て
も
参
加
が
認
め
ら
れ
な
い
可
能
性

も
あ
る
。
カ
ナ
ダ
は
2
0
1
0
年
6
月
に

乳
製
品
の
問
題
で
交
渉
参
加
を
拒
絶
さ
れ

て
い
る
。

　

交
渉
の
進
展
状
況
次
第
だ
が
、
参
加
が

遅
れ
れ
ば
遅
れ
る
ほ
ど
主
張
で
き
る
範
囲

が
少
な
く
な
り
、
不
利
に
な
る
。
T
P
P

完
成
後
の
参
加
は
一
層
不
利
で
あ
る
。
日

本
国
内
の
反
対
論
に
は
、
T
P
P
に
よ
り

外
国
人
労
働
者
が
増
加
し
雇
用
を
奪
わ
れ

る
な
ど
誤
解
に
基
づ
い
た
議
論
が
少
な
く

な
い
。
政
府
が
正
確
な
情
報
を
提
供
し
、

国
民
の
理
解
を
求
め
て
行
く
こ
と
が
何
よ

り
も
必
要
で
あ
る
。
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